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行政相談委員に川崎惠佐夫さんが再任
困ったら悩まず行政相談を

行政についてお困り
になっていることが
ありましたら、いつ
でも上記の相談窓口
までお気軽に相談く
ださい！

け　さ　お

行政への苦情・意見要望、行政の仕組みや手続き
に関する相談を受け付け、解決に向けて活動します。

●日にち（１～３月は自宅で受け付けます）

●時間　９時～１１時
●場所　農村環境改善センター和室
●窓口　行政相談委員　川崎惠佐夫さん
　　　　☎52－7386

５月１２日（金）
７月７日（金）
９月１日（金）
11月１０日（金）

６月２日（金）
８月４日（金）
10月６日（金）
12月１日（金）

定例行政相談所 ●お家のブロック塀は安全ですか？
ブロック塀等の倒壊による人身事故や避難経路の安全確保を促
進するため、安全基準を満たさないブロック塀の除却を行う費
用の一部を補助します。※申請前に補助対象となる物件である
か、町が事前調査を実施しますのでお気軽にご相談ください。

●対象
次のすべての要件を満たすブロック塀、
石積塀、レンガ塀等
①金山町内の災害時避難路（国道、県道、
町道、通学路等）に面しているもの
②道路面からの高さが１００㎝以上のもの
（基礎、擁壁等の高さを含む）
③塀自体の高さが６０㎝以上のもの
④鉄筋、控壁、基礎などが建築基準法上
の基準を満たしていないもの

金山町危険ブロック塀等除却費用補助金について
～危険なブロック塀等の除却を支援します～

【問合せ】
役場環境整備課　建設・景観係　☎29－5628

木造住宅の耐震診断をしてみませんか？ 【問合せ】
役場環境整備課　建設・景観係　☎29－5628

③塀自体の高さが
　60㎝以上

②道路面からの高さが
　100㎝以上

①道路に面している

●補助経費　　調査の結果、危険ブロック塀等であると判定されたブロック塀等の除却工事・廃棄
物処理に要する費用（ただし金山町内の業者へ依頼する除却工事に限る）

●補 助 率　　上記費用の２／３を補助。補助限度額は１２万円又は撤去するブロック塀等の長さ
１m当り２万円のいずれか少額である方。

●申込期限　　令和５年11月30日まで

※「図面」とは、当該住宅の建築当時の建築図面（窓開口部位置及び内外壁の位置、室名や面積規模が
　わかるもの）を指し、かつ建築士や施工者（工務店、大工等）が作成した図書をいいます。
※対象となる住宅は、木造２階建て・延べ床面積２００㎡程度の専用住宅または、併用住宅とします。
　のべ床面積２００㎡を大幅に超過する場合または、築形状や経年の増改築等で診断業務が複雑になる
　場合は別途費用が生じる場合があります。

図面がない場合

図面がある場合

耐震診断＋補強計画作成（工事費算出含む）　　　　184,800円
耐震診断＋補強方針作成（工事費算出含まない）　　150,700円
耐震診断＋補強計画作成（工事費算出含む）　　　　150,700円
耐震診断＋補強方針作成（工事費算出含まない）　　116,600円

18,480円
15,070円
15,070円
11,660円

自己負担額
（1/10）

診断内容及び診断士派遣費用
（いずれも下記派遣費用の9/10を助成）

●助成金額

●対象住宅（町内にある住宅）
①昭和56年５月31日以前に着工された戸建住宅
②在来軸組工法による木造平屋建て又は木造２階建て
住宅　※高床式（基礎高1.5ｍ以上）住宅は対象外
③この要綱に基づく耐震診断及び耐震改修計画の作成
を行っていない住宅

●申請期限
　令和５年11月30日まで

地震による被害を最小限
にするために、ぜひこの
機会を活用ください！

少ない費用負担で木造住宅耐震診断士の診断が受けられます。また、耐震改修のための補強計画を作成
することも出来ます。さらに、耐震診断の結果に基づき耐震改修を行う場合には、住宅リフォーム総合
支援事業による補助の対象になります。

川崎惠佐夫さん（内町）が町の行政
相談委員に委嘱されました。


